
 

 

埼玉県介護保険財政安定化基金事業運営要綱 

 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、埼玉県介護保険財政安定化基金条例（平成１２年埼玉県条例第 

 ３０号。以下「条例」という。）第１条の規定に基づき設置された埼玉県介護保険財

政安定化基金（以下「基金」という。）の運営に関し、必要な事項を定めるものとす

る。  

 （拠出金の額の算定） 

第２条 市町村は、計画期間（法第１４７条第２項第１項に規定する計画期間をいう  

 以下同じ。）の前年度の知事が定める日までに、次の各号に掲げる書類を知事に提出 

 しなければならない。ただし、計画期間への拠出を実施しない場合は省略できるもの 

 とする。 

 （１）標準給付費等見込額報告書（様式第１号） 

 （２）標準給付費等見込額計算書（様式第１（１）号） 

 （３）前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類 

２ 知事は、市町村から提出された前項に掲げる書類に基づき、計画期間各年度の各市 

 町村の拠出金の額を定め、財政安定化基金拠出金額決定通知書（様式第２号）により 

 各市町村に通知する。ただし、計画期間への拠出を実施しない場合は省略できるもの 

 とする。 

 （拠出金の納付） 

第３条 市町村は、各年度の拠出金の額を当該年度の知事が定める日までに、納付しな

ければならない。 

 （交付の申請） 

第４条 基金から財政安定化基金事業交付金（以下「交付金」という。）の交付を受け

ようとする市町村は、計画期間の最終年度の知事が定める日までに、次の各号に掲げ

る書類を知事に提出しなければならない。ただし、介護保険法附則第１０条第２項に

よる交付金の交付の場合は（２）から（４）を省略できるものとする。 

 （１）基金事業交付金交付申請書（様式第３号） 

 （２）基金事業交付金所要（見込）額計算書（様式第３（１）号） 

 （３）基金事業対象収入（見込）額報告書（様式第３（２）号） 

 （４）基金事業対象費用（見込）額報告書（様式第３（３）号） 

 （５）前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類 

 （交付の決定） 

第５条 知事は、市町村から交付金の交付の申請を受けたときは、提出された書類を審

査のうえ、交付を適当と認めたときは、交付及び交付額を決定し、基金事業交付金交

付決定書（様式第４号）により当該市町村に通知する。 

 （交付金の交付） 

第６条 前条の規定により交付の決定を受けた市町村が交付金の交付を受けようとする

ときは、基金事業交付金請求書（様式第５号）を知事に提出しなければならない。 



 

 

２ 知事は、前項の規定による交付金請求書の提出があったときは、速やかに交付金を

交付する。 

 （貸付金の貸付けの申請） 

第７条 計画期間の１年度目及び２年度目において、基金から財政安定化基金事業貸付

金（以下「貸付金」という。）の貸付けを受けようとする市町村は、当該年度の知事

が定める日までに、次の各号に掲げる書類を知事に提出しなければならない。 

 （１）基金事業貸付金貸付申請書Ａ（様式第６号） 

 （２）基金事業貸付金所要（見込）額計算書Ａ（様式第６（１）号） 

 （３）単年度基金事業対象収入（見込）額報告書（様式第６（２）号） 

 （４）単年度基金事業対象費用（見込）額報告書（様式第６（３）号） 

 （５）前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類 

 （計画期間の３年度目に行う貸付けの申請） 

２ 計画期間の３年度目において、基金から貸付金の貸付けを受けようとする市町村は、

当該年度の知事が定める日までに、次の各号に掲げる書類を知事に提出しなければな

らない。 

 （１）基金事業貸付金貸付申請書Ｂ（様式第７号） 

 （２）基金事業貸付金所要（見込）額計算書Ｂ（様式第７（１）号） 

 （３）基金事業対象収入（見込）額報告書（様式第７（２）号） 

 （４）基金事業対象費用（見込）額報告書（様式第７（３）号） 

 （５）前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類 

 （貸付けの決定） 

第８条 知事は、市町村から貸付金の貸付けの申請を受けたときは、提出された書類を

審査のうえ、貸付けを適当と認めたときは、貸付け及び貸付額を決定し、基金事業貸

付金貸付決定書（様式第８号）により当該市町村に通知する。 

 （貸付金の貸付け） 

第９条 前条の規定により貸付けの決定を受けた市町村が貸付金の貸付けを受けようと

するときは、次の各号に掲げる書類を、知事に提出しなければならない。 

 （１）基金事業貸付金請求書（様式第９号） 

 （２）借用証書（様式第１０号） 

 （３）基金事業貸付金償還計画書（様式第１１号） 

２ 知事は、前項の規定による貸付金請求書の提出があったときは、速やかに貸付金を

貸し付ける。 

 （償還期限） 

第１０条 貸付金の償還期限は、次期計画期間の３年度目までとする。 

  ただし、第１４条に規定する繰上償還を行う場合はこの限りではない。 

 （償還期限の特例） 

第１１条 前条前段の規定にかかわらず、令和３年度から令和５年度までの計画期間に

おいて貸付を受けた貸付金のうち、知事が適当と認めるものの償還期限は令和１１年

度末又は令和１４年度末までとすることができる。 

２ 前条前段の規定にかかわらず、令和６年度から令和８年度までの計画期間において



 

 

貸付を受けた貸付金のうち、知事が適当と認めるものの償還期限は令和１４年度末又

は令和１７年度末までとすることができる。 

 （償還方法） 

第１２条 基金から貸付金の貸付けを受けた市町村は、次期計画期間の各年度において、

貸付金の３分の１に相当する額を償還しなければならない。 

  なお、償還する額に一円未満の端数があるときは、その端数金額は、すべて次期計

画期間の１年度目の償還金の額に合算するものとする。 

２ 前項前段の規定にかかわらず、第１１条の規定により次期計画期間の３年度目を超

える償還期限を認められた貸付金の貸付けを受けた市町村は、次期計画期間の１年度

目から償還期限までの各年度において、貸付金を次期計画期間の１年度目から償還期

限までの年数で除して得た額に相当する額を償還しなければならない。 

 （償還期限等の延期） 

第１３条 貸付金の貸付けを受けた市町村は、災害等の特別な事情がある場合において、

償還期限又は各年度の償還時期の延期を求めるときは、償還期限の２０日前までに償

還時期等延長申請書（様式第１２号）を知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、前項の規定により提出された申請書を審査のうえ、その可否及び償還延長

期限を決定し、償還時期等延長決定通知書（様式第１３号）により、当該市町村に対

し通知するものとする。 

 （繰上償還） 

第１４条 貸付金の貸付けを受けた市町村が、貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還

しようとするときは、繰り上げて償還しようとする日の２０日前までに、繰上償還通

知書（様式第１４号）を知事に提出しなければならない。 

 （台帳の整備） 

第１５条 貸付金の貸付けを受けた市町村は、基金事業貸付金借入台帳を備え付けて、

借入の状況及び償還の状況を明らかにしておかなければならない。 

 （報告及び調査） 

第１６条 知事は、必要があると認めるときは、交付又は貸付けを受けた市町村に対し、

この要綱に定めるもののほか、交付金又は貸付金に関する事項について報告を求め、

又は関係書類その他について実地に調査することができる。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１２年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１８年１月１８日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１９年１月９日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２０年１０月３１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２１年１１月３０日から適用する。 



 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２３年７月２２日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年８月１日から適用する。 

 


